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〔
事
実
〕

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

〔
判
示
事
項
〕

昭
和
三
六
年
四
月
二
四
日
新
潟
地
方
裁
判
所
判
決
（
噸
吃
二
年

6
a〗U五
）
判
例
ク
イ
ム
ズ
―
一
八
号
七
六
八
頁

民
法
第
七
七

0
条
第
一
項
第
二
号
の
「
遺
棄
」
と
は
、
正
当
の
理
由
な
く
し
て
婚
姻
共
間
生
活
の
継
続
を
廃
絶
す

号
の
抽
象
的
離
婚
原
因
の
代
表
的
例
示
と
み
る
べ
き
で
、
実
体
法
上
の
離
婚
原
因
は
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
」
と
い
う
一
個

同
条
第
二
項
に
よ
り
、
具
体
的
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
実

が
あ
っ
て
も
離
婚
請
求
を
棄
却
す
べ
き
場
合
が
あ
る
し
、
該
当
事
実
が
な
く
て
も
、
具
体
的
離
婚
原
因
に
類
似
し
又
は
こ
れ
と
対
比
で
き

と
す
る
た
め
に
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
法
定
期
間
た
る
三
年
を
経
過
す
る
を
要
す
る
。

原
告
小
沢
幸
一
郎
(

x

)

と
被
告
小
沢
シ
ン
(

y

)

は
、
昭
和
六
年
二
月
二
七
日
ご
ろ
事
実
上
の
婚
姻
を
し
、
同
年
九
月
二
日
そ
の
旨
を
届
出

て
法
律
上
の
夫
婦
と
な
っ
た
。
以
来
、

x
.
yは
相
共
に
協
力
し
て
家
業
た
る
農
業
に
従
事
し
、
田
約
五
反
歩
、
畑
一
町
歩
な
ど
の
耕
作
に
あ
た
り
、

長
年
に
わ
た
っ
て
平
穏
な
夫
婦
生
活
を
つ
づ
け
、
そ
の
間
に
五
人
の
男
子
を
も
う
け
た
。
そ
の
内
、
長
次
男
ほ

X
•
Y

と
別
居
独
立
、
四
・
五
男
は
幼

る
重
大
な
事
由
が
あ
れ
ば
、
離
婚
請
求
は
認
容
さ
れ
う
る
。
五

「
生
死
不
明
」
を
理
由
に
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
」
あ
り

の
事
由
で
あ
り
、
離
婚
訴
訟
の
訴
訟
物
も
単
一
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
四

企
図
し
又
は
認
容
す
る
意
思
が
推
認
さ
れ
る
を
要
す
る
。

民
法
第
七
七

0
条
第
一
項
の
四
個
の
具
体
的
離
婚
原
因
は
、
同
条
項
第
五

る
こ
と
（
民
法
第
七
五
二
条
の
同
居
協
力
扶
助
義
務
違
反
）
を
い
う
。

「
悪
意
の
遺
棄
」
に
は
、
遺
棄
の
結
果
た
る
害
悪
の
発
生
を

松

本

暉

男

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

ー
ニ
四
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る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
離
婚
原
因
と
な
る
た
め
に
は
、

少
の
頃
死
亡
し
、
三
男
の
み

x
.
yと
同
居
中
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

Y
は
昭
和
三
四
年
八
月
中
旬
よ
り
更
年
期
障
害
の
た
め
心
神
に
著
る
し
い
変
調

を
き
た
し
、
神
経
過
敏
と
な
り
不
眠
を
訴
え
、
そ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
、
些
細
な
こ
と
で

X
ら
と
口
論
し
た
り
非
常
識
な
言
動
に
出
た
り

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

X
お
よ
び
家
人
は
そ
の
処
置
に
困
惑
し
て
い
た
。
昭
和
三
四
年
九
月
二
九
日
午
後
一

0
時一―

-0分
ご
ろ
、

y
は
格
別
の
理

由
も
な
い
の
に
無
断
で
家
を
出
て
い
っ
た
た
め
、

X
と
家
人
は

y
の
平
素
の
言
動
か
ら
み
て
不
安
に
か
ら
れ
、
翌
＝
＝

0
日
午
前
一
―
一
時
ご
ろ
ま
で
居
宅
付

近
を
捜
索
し
た
が
、
つ
い
に

y
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
で
右
＝
―

10日
か
ら

y
の
生
家
そ
の
他
の
親
類
や

y
の
立
ち
ま
わ
り
そ
う
な
と
こ

ろ
に
出
か
け
て
問
い
合
わ
せ
た
り
、
日
刊
新
聞
の
紙
上
に
尋
ね
人
の
広
告
を
二
回
も
出
し
た
り
、
所
諮
警
察
署
に
捜
索
願
を
出
し
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
手

を
つ
く
し
て

y
の
所
在
を
探
し
求
め
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
に
家
出
当
夜

y
ら
し
い
女
性
が
国
鉄
信
越
線
の
新
津
駅
ま
で
ク
ク
シ
ー
に
・
乗
っ
た
と
い
う

情
報
を
得
た
だ
け
で
、

Y
の
消
息
の
手
が
か
り
は
つ
か
め
ず
、
本
件
口
頭
弁
論
終
結
当
時
に
い
た
る
ま
で
、

Y
の
所
在
と
行
方
は
不
明
で
あ
る
。

y
の

家
出
後
、

X
は
母
親
と
前
記
三
男
と
暮
し
て
い
た
が
、
家
事
を
行
う
上
に
も
不
便
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
家
業
た
る
農
業
に
も
労
働
力
が
不
足
す
る

の
で
、

Y
が
家
出
し
て
約
一
年
後
の
昭
和
＝
―
-
五
年
一

0
月
ご
ろ
、
山
口
ひ
さ
子
(

C

)

な
る
女
性
を
事
実
上
の
後
妻
と
し
て
迎
え
、
同
居
生
活
を
し
て

い
る
が
、

y
が
帰
来
す
る
見
込
が
き
わ
め
て
乏
し
い
と
の
判
断
に
立
ち
、
．
同
居
の
家
族
や
親
族
と
の
協
議
の
上
で
、

y
と
裁
判
離
婚
し
て
C
と
婚
姻
す

る
目
的
で
本
訴
に
及
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、

X
と
し
て
は
、

y
か
ら
悪
意
を
も
っ
て
遣
棄
さ
れ
、
ま
た
は

y
と
の
間
の
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由

が
あ
り
、
民
法
第
七
七

0
条
第
一
項
第
二
号
ま
た
は
同
第
五
号
の
離
婚
原
因
が
あ
る
と
し
、
訴
外
C
と
の
婚
姻
を
い
そ
ぐ
た
め

y
の
生
死
不
明
一
ー
一
年
と

な
る
昭
和
三
七
年
九
月
下
旬
ま
で
、
離
婚
請
求
を
留
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
。

〔
判
決
要
旨
と
理
由
〕
本
件
に
お
い
て
「
悪
意
の
遺
棄
」
は
成
立
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
民
法
第
七
七

0
条
第
一
項
第
二
号

に
い
わ
ゆ
る
『
遺
棄
』
と
は
、
正
当
の
理
由
な
く
し
て
同
法
第
七
五
二
条
に
定
め
る
夫
婦
と
し
て
の
同
居
お
よ
び
協
力
扶
助
義
務
を
継
続
的
に
履
行
せ

ず
、
夫
婦
生
活
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
共
同
生
活
の
維
持
を
拒
否
す
る
こ
と
を
指
称
」
し
、
結
局
「
婚
姻
共
同
生
活
の
継
続
も
廃
絶
す
る
趣
旨
の
こ

と
」
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
「

y
が
無
断
家
出
し
て
現
在
ま
で
所
在
不
明
で
あ
る
の
は
『
遣
棄
』
と
い
う
客
観
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
」
こ
と
に
な

「
遺
棄
と
い
う
事
実
の
ほ
か
に
、
そ
れ
が
『
悪
意
』
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

ー
ニ
五
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婚
自
体
に
つ
い
て
の
是
非
を
判
断
す
る
に
あ
る
。

配
偶
者
の
生
死
不
明
炉
三
年
未
識
の
湯
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

主
観
的
要
件
が
併
せ
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
。
こ
の
「
悪
意
」
は
、
遣
棄
の
事
実
な
い
し
結
果
の
発
生
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
「
一

、
、
、
、

段
と
強
い
意
味
を
も
ち
、
社
会
的
倫
理
的
非
難
に
値
す
る
要
素
を
含
む
」
。
「
稼
極
的
に
婚
姻
共
同
生
活
の
継
続
を
廃
絶
す
る
と
い
う
遣
棄
の
結
果
た
る

害
悪
の
発
生
を
企
図
し
、
も
し
く
は
こ
れ
を
認
容
す
る
意
思
」
を
い
い
、
こ
の
意
思
は
黙
示
的
で
も
差
し
支
え
な
い
が
、
と
に
角
、

所
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
は
悪
意
の
要
件
で
は
な
い
」
し
「
直
ち
に
悪
意
を
推
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
」

y
が
、
所
在
不
明
と
な
っ
た
諸
事
情

か
ら
は
、
「
積
極
的
に
婚
姻
共
同
生
活
の
廃
絶
と
い
う
遣
棄
の
結
果
た
る
害
悪
の
発
生
を
企
図
し
、
も
し
く
は
こ
れ
を
認
容
す
る
意
思
の
も
と
に
家
出

し
、
そ
の
所
在
を
不
明
な
ら
し
め
た
も
の
と
ま
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
他
に
こ
れ
を
肯
認
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
」
。

y
が
本
件
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
一
年
六
月
余
の
間
、
そ
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
が
、
民
法
第
七
七
〇
条
第
一
項
第

1

一
一
号
の
「
法
定
期
間
を
未

だ
経
過
し
て
い
な
い
前
示
に
あ
っ
て
も
、
同
項
第
五
号
『
そ
の
他
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
』
に
該
当
す
る
か
」
。

ま
ず
、
具
体
的
離
婚
原
因
と
一
般
的
（
抽
象
的
）
離
婚
原
因
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
阿
者
の
離
婚
原
因
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
独
立
の
訴
訟
物
を
形
成

し
、
前
者
に
所
定
の
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
か
つ
一
般
的
な
事
由
と
し
て
、
そ
の
事

て
い
る

I
)
考
え
も
あ
る
が
、

実
ご
と
に
独
自
の
離
婚
原
因
が
成
立
し
訴
訟
物
が
特
定
す
る
」
と
い
う
（
ー
つ
ま
り
前
者
で
列
挙
で
き
な
か
っ
た
事
由
が
後
者
で
抽
象
的
に
総
括
さ
れ

「
一
般
的
離
婚
原
因
の
規
定
形
式
か
ら
み
る
と
…
…
具
体
的
離
婚
原
因
と
さ
れ
て
い
る
事
由
は
、
い
ず
れ
も
一
般
的
離

婚
原
因
の
具
体
的
内
容
を
定
め
る
場
合
に
お
け
る
一
応
の
評
価
規
準
と
も
な
る
べ
き
例
示
も
し
く
は
代
表
的
な
例
示
」
と
み
て
よ
い
し
、

棄
な
ど
が
離
婚
原
因
と
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
事
由
」
で
あ
る
か
ら
で
）
、
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
紛
争
の
核
心
も
、
離

「
現
行
法
が
徹
底
し
た
相
対
的
離
婚
原
因
主
義
を
と
る
だ
け
で
な
く
、
離
婚
原
因
に
よ
っ
て
法
律
効
果
が
異
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
以
上
、

を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
』
ど
い
う
抽
象
的
概
括
的
な
事
由
だ
け
が
民
法
の
離
婚
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、
訴
訟
法
上
も
、
具
体
的
離
婚
原
因

は
『
法
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
注
意
的
列
挙
』
で
あ
り
『
離
婚
請
求
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
攻
繋
方
法
た
る
意
義
を
も
つ
」
。

無
責
原
因
の
差
異
も
、

「
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
理
解
の
仕
方
に
差
異
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
。

ー
ニ
大

『
婚
姻

（
悪
意
の
遣

有
責
原
因
と

「
遺
棄
配
偶
者
の
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〔
研
究
〕

〔
参
照
条
文
〕

本
件
は
、
破
綻
主
義
に
徹
し
た
民
法
第
七
七

0
条
の
適
用
に
当
つ
て
、

1
1
一
般
的
離
婚
原
因
の
関
係
等
に
つ
い
て
精
緻
な
理
論
を
展
開
し
て
お
り
、
判
例
。
学
説
の
上
で
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
に
極
め
て

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

さ
れ
た
。

「
具
体
的
離
婚
原
因
に
直
接
該
当
す
る
事
実
が
な
い
と
き
で
も
…
…
一
般
的
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
由
あ
り
と
し
て
離
婚
請
求
の
認
容
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
が
、
前
示
の
と
お
り
、
「
重
大
な
事
由
」
に
つ
い
て
の
判
断
に
は
制
限
が
必
要
で
あ
る
…
…
。

本
件

y
の
、
三
年
未
満
の
生
死
不
明
に
つ
い
て
は
、

情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。

本
件
X
に
つ
い
て
は
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
」
が
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
X
の
本
訴
請
求
は
棄
却

民
法
第
七
七

0
条

し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
」
、

「
配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
以
上
継
続
し
た
場
合
に
限
り
具
体
的
離
婚
原
因
の
形
成
を
肯
定

（
婚
姻
の
継
続
を
期
待
し
難
い
程
度
の
重
大
な
客
鐵
的
事
由
あ
り
と
す
る
た
め
に
は
）
「
他
に
特
別
の
事

逆
に
、

従
っ
て
、

「
具
体
的
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
れ
ば
、

「
一
般
的
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
由
あ
り
と
し
て
離
婚
請
求
が
認
容
さ
れ
る
に
は
、
民
法
所
定
の
具
体
的
離
婚
原
因
に
類
似
し
、
も
し
く

は
こ
れ
に
対
比
し
ぅ
べ
き
重
大
な
事
由
が
あ
り
」
「
客
観
的
に
み
て
婚
姻
の
継
続
を
期
待
し
難
い
程
度
に
婚
姻
関
係
の
実
質
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
場
合
」

「
重
大
な
事
由
」
に
つ
い
て
の
判
断
を
余
り
に
緩
和
し
て
易
々
と
容
認
す
る
と
離
婚
請
求
が
無
制
限
に
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
の
趣
旨

は
「
離
婚
原
因
の
例
示
と
し
て
若
干
の
具
体
的
事
由
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
の
判
断
基
準
を
与
え
、
」

す
る
場
合
の
最
低
線
を
示
す
」
こ
と
に
あ
る
。

離
婚
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
（
民
法
第
七
七

0
条
第
二
項
）
。

に
限
る
。

次
に
、

―
二
七

こ
れ
に
よ
っ
て
「
離
婚
請
求
を
認
容

一
応
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
あ
り
と
推
定
し
て
よ
い
」
が
、
勿
論
「
一
切

の
事
情
に
か
ん
が
み
て
客
観
的
に
未
だ
婚
姻
の
継
続
を
期
待
し
難
い
程
度
に
婚
姻
関
係
の
実
質
が
現
実
に
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
と
認
」
め
ら
れ
れ
ば
、

「
悪
意
の
遺
棄
」
の
概
念
や
具
体
的
離
婚
原
因
と
相
対
的
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配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
湯
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
に
対
し
て
、
す
で
に
中
川
淳
氏
の
批
判
的
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
（
霜
琵
蒻
'

同
氏
は
本
件
に
於
い
て
「
悪
意
の
還
棄
」
が
成
立
す
る
と
い
う
が
）
、
私
は
本
判
決
の
理
由
と
結
論
を
全
面
的
に
支
持
し
た
い
。

そ
の
根
拠
は
明
確
で
な
く
、
論
旨
も
粗
雑
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

二
判
旨
第
一
点
の
「
遣
棄
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
「
正
当
の
理
由
な
く
し
て
同
居
義
務
協
力
扶
助
義
務
（
環
字
）
を
履
行
し
な
い
こ

と
」
、
従
っ
て
遣
棄
と
は
、
事
実
上
婚
姻
共
同
生
活
の
継
続
を
廃
絶
す
る
こ
と
を
指
す
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
般
に
争
い
が
な
い

だ
か
ら
、
必
ず
し
も
右
の
三
義
務
の
す
べ
て
が
不
履
行
と
な
る
こ
と
は
必
要
要
件
で
な
）
。
し
か
し
、
判
旨
第
二
点
の
「
悪
意
」
と
い
う
主
観
的
要

で
。
末
川
・
民
法
（
下
の
一
）
、
我
妻
1
1
立
石
・
親
族
法
相
続
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
等

件
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
遺
棄
の
結
果
た
る
害
悪
の
発
生
を
、
企
図
又
は
希
望
す
る
こ
と
と
解
す
る
見
解
（
暉
暉
こ
〗

”
O
m
町
叩
呻
●
畔

•
前
掲
書
、
我
妻
・
親
族
法
、
青
山
・
家
族

嗜
族
）
と
、
単
に
そ
の
害
悪
発
生
を
認
容
す
る
意
思
が
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
通
説
的
見
解
（
芦
剛
中
川
・
親
族
法
（
上
）
、
村
崎
・
結
婚
離

臼
翡
竺
）
に
わ
か
れ
て
お
り
、
本
判
決
は
後
者
の
立
場
を
と
つ
て
い
る
。
だ
が
、
悪
意
の
遣
棄
は
、
「
生
死
不
明
」
と
い
う
破
綻
主
義

旧
八
一
三
6
参
照
。

か
ら
の
離
婚
原
因
と
ち
が
っ
て
、
本
来
、
有
責
主
義
離
婚
法
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
ご
た
と
え
ば
、
す
で
に

明
治
初
年
に
、
太
政
官
は
、
妻
の
「
逃
亡
」

1
1
遣
棄
で
夫
の
）
、
遣
棄
者
へ
の
制
裁
と
い
う
倫
理
的
要
請
が
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

単
意
離
婚
を
認
め
た
ー
ー
＇
法
制
史
研
究
一

0
巻
一
四
三
頁

で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
な
る
婚
姻
生
活
の
断
絶
（
』
正
年
に
の
）
と
い
う
客
観
的
要
件
は
、
「
生
死
不
明
」
に
よ
っ
て
も
結
果
的
に
は
同
一

の
事
態
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
、
そ
れ
自
体
は
「
悪
意
の
遺
棄
」
の
本
質
的
部
分
で
な
く
、
む
し
ろ
「
悪
意
」
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
通
説
も
「
悪
意
」
を
解
し
て
、
「
善
悪
の
悪
」
で
あ
り
「
単
に
事
実
を
知
つ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
積
極
的
に
倫

理
的
要
素
を
含
む
」
と
い
い
（
請
‘
．
畔
叩
袖
翡
丑
遠
贔

m可
紐
咋
．
）
、
中
川
善
之
助
教
授
は
「
…
…
夫
婦
と
し
て
の
同
居
・
協
力
•

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

扶
助
の
義
務
を
怠
る
こ
と
…
…
や
む
を
え
ず
に
そ
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
で
き
る
の
に
し
な
い
場
合
で
す
。
…
…
」
と
、
簡
潔

に
、
遣
棄
者
の
悪
意
1
1
反
倫
理
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
-
「
コ
這
皿
暉
註
」
）
。
そ
れ
故
、
通
説
的
見
解
を
採
つ
て
、
「
遣
棄
の
結
果
発
生

を
欲
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
厳
格
な
意
味
に
理
解
せ
ず
、
結
果
発
生
の
認
容
を
も
つ
て
足
り
る
」
と
い
う
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
単
な

ー
ニ
八
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し
て
い
る
。

無
断
で
実
家
に
帰
り
、

判
例
は
、
夫
の
再
三
の
懇
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
当
の
理
由
な
く
復
帰
し
な
い
妻
（
立
四
鴎
畔
頑
戸

⇒思――
5
正

m

立
）
や
、
復
帰
拒
絶
の
意
思
を
表
示
し
た
妻
（
認
闘
諒
茎
正
）
に
つ
い
て
悪
意
の
遺
棄
を
認
め
る
が
、
夫
が
、
就
職
口
を
探
す
と

こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
大
阪
谷
1
1

久
貴
「
配
偶
）
に
も
悪
意
を
認
定

奢
か
ら
の
悪
意
の
遣
棄
」
家
族
法
大
系
三
巻
一
五
六
頁

か
商
用
と
か
の
理
由
で
家
出
し
た
ま
ま
音
信
も
送
金
も
な
い
湯
合

つ
ま
り
、
夫
婦
生
活
を
破
綻
に
導
い
た
妻
に
つ
い
て
は
、
経
済
力
の
あ
る
夫
に
対
し
て
も
遣
棄
が
成
立
し
、
そ
の
場
合
、
正

当
の
理
由
な
く
復
帰
し
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
夫
の
場
合
に
は
、
長
年
に
わ
た
つ
て
音
信
も
送
金
も
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
り
や
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
何
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
婚
姻
共
同
生
活
の
廃
絶
の
意
図

ヽ
復
帰
し
な
い
こ
と
、
音
信
や
送
金
の
な
い
こ
と
自
体
が
要
件
）
。

し
ご
で
は
た
く
、
婚
姻
生
活
を
廃
絶
せ
し
め
た
か
ら
問
題
と
な
る

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

が
看
取
さ
れ
る
か
ら
悪
意
の
遣
棄
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
悪
意
が
推
断
さ
れ
ぬ
と
き
は
、
離
婚
原
因
を
構
成
せ
ず
、
又
は
、
単
な
る

、
（
実
家
に
留
ま
つ
て
復
帰
を
請
求
さ
れ
た
妻
で
も
、
正
理
の
理
由
が
一
。

し
あ
れ
ば
、
悪
意
ほ
推
断
さ
れ
ず
、
悪
意
の
遣
棄
と
は
な
り
え
な
い

生
死
不
明
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
湯
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

を
左
右
す
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。

と
で
あ
っ
て
、

果
し
て
遺
棄
者
が
、

遺
棄
の
結
果
を
認
容
し
て
い
る
か
否
か
は
、

ら、

「
遣
棄
の
結
果
発
生
の
認
容
で
足
り
る
」

と
い
う
意
味
は
、

客
観
的
諸
事
情
か
ら
、

ー
ニ
九

こ
の
認
容
が
推
断
さ
れ
れ
ば
よ
い
、

破
綻
主
義
の
今
日
で
も
依
然
と
し
て
離
婚
原
因
の
成
否

と
い
う
こ

姻
関
係
が
破
綻
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
客
観
的
事
実
の
把
握
の
た
め
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か

が
、
婚
姻
関
係
の
破
綻
の
象
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、

た
と
え
ば
悪
意
や
遺
棄
の
要
素
概
念
を
、

現
実
に
婚

る
遣
棄
を
直
ち
に
第
七
七

0
条
の
破
綻
主
義
の
精
神
と
結
び
つ
け
て
「
悪
意
」
の
反
倫
理
性
を
創
設
す
る
よ
う
な
解
釈
は
し
て
は
な
ら
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
。
「
認
容
を
も
つ
て
足
り
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
遣
棄
者
の
悪
意
が
、
明
示
的
か
黙
示
的
か
、
と
に
角
、
客
観
的
諸
事
情
か
ら
推
断
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
一
事
を
出
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
推
断
さ
れ
得
な
い
場
合
に
ま
で
「
悪
意
あ
り
」
と
拡
張
す
る
こ
と
で
は
な
い

、
、
、
、
、

は
ず
で
あ
る
。
民
法
の
破
綻
主
義
精
神
に
照
し
て
具
体
的
離
婚
原
因
を
解
釈
す
べ
き
こ
と
当
然
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、

各
離
婚
原
因
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四

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

―――
1
0
 

本
件
の
場
合
、

Y
が
一
年
六
月
も
自
家
に
復
帰
せ
ず
所
在
不
明
の
状
態
に
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
も
、
婚
姻
共
同
生
活
の
廃
絶
の
意

図
そ
の
も
の
は
推
定
さ
れ
な
い
。
商
用
や
就
職
口
探
し
を
理
由
に
出
か
け
て
所
在
不
明
に
な
っ
た
者
は
、
家
庭
へ
の
復
帰
を
断
絶
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
悪
意
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
が
、
更
年
期
障
害
で
心
神
が
著
し
く
変
調
を
き
た
し
た
婦
人
が
、
理
由
な
く
突
如
と
し

一
応
結
果
的
に
は
、

て
家
出
し
た
状
況
は
全
く
別
で
あ
ろ
う
。
病
人
が
発
作
的
に
家
出
し
て
も
、
遣
棄
と
い
う
結
果
の
発
生
を
認
容
し
て
い
る
と
い
え
ぬ
の
と

同
断
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
の
こ
さ
れ
た
夫
と
家
庭
へ
の
遺
棄
の
事
実
を
認
容
し
て
い
る
と
い
う
推
定
と
、
病
的

状
態
が
継
続
し
た
り
死
亡
し
た
り
し
て
「
生
死
不
明
」
を
構
成
す
る
可
能
性
と
が
平
等
に
存
す
る
以
上
、
遣
棄
者
た
る

y
の
、
遺
棄
の
動

機
に
重
点
を
お
い
て
解
釈
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
破
綻
主
義
を
強
調
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
遺
棄
の
結
果
を
認
容
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
客
観
的
に
探
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
探
求
が
不
可
能
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
単
純
に
「
遣
棄
」
又
は
「
生
死
不
明
」
と
み
ら
れ

る
事
例
を
悪
意
の
遣
棄
と
混
同
し
て
、
第
七
七

0
条
一
項
二
号
の
立
法
意
義
を
抹
殺
す
る
よ
う
な
結
果
は
さ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
、
判

例
。
学
説
共
に
、

次
に
、

こ
う
し
た
病
的
状
態
に
よ
る
家
出
を
評
価
し
た
も
の
が
な
く
、

は
、
諸
般
の
事
情
か
ら
綜
合
的
・
客
観
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

前
提
を
説
く
の
み
で
、
一
。

根
拠
を
示
し
て
い
な
い

四
個
の
具
体
的
離
婚
原
因
が
、

中
川
淳
氏
は

「
…
…
悪
意
の
遺
棄
か
ど
う
か
の
判
断

遺
棄
の
意
思
が
推
認
せ
ら
れ
る
よ
う
な
事
情
が
存
在
す
る
湯
合
に

は
、
悪
意
の
遺
棄
と
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
畔
這
瓦
氾
）
と
い
つ
て
い
る
が
、
論
旨
の
ア
イ
マ
イ
さ
は
度
外
視
す

る
と
し
て
も
、
「
遺
棄
の
意
思
が
推
認
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
」
が
抑
々
一
体
ど
う
い
う
事
情
な
の
か
、
又
、
本
件
に
お
い
て
そ
う
い
う
事

本
件

y
の
湯
合
に
、
何
故
悪
意
の
、
棄
が
成
立
す
る
の
か
。
同
氏
は
、
遣
棄
が
第
七
五
二
条
の
義
務
違

情
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
ふ
れ
て
い
な
い
后
を
さ
し
、
悪
意
と
は
、
社
会
的
辺
穂
的
の
意
味
を
含
み
、
結
果
発
生
の
認
容
で
足
る
、
と
い
う
理
論
的

一
般
に
、
第
一

「
婚
姻
を
継
続
し
難
き
重
大
な
事
由
」
（
頃
咋
廷

o)
の
例
示
的
事
由
で
あ
る
と
い
う
判
旨

し
か
し
、
こ
れ
ら
具
体
的
離
婚
原
因
が
、
真
に
婚
姻
を
継
続
し
難
く
す
る
-
‘

蘊
由
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
具
体
的
に
確
認
さ
れ
る
。
村
崎
・
一
三
四
頁

も
正
当
で
あ
る
。
学
説
上
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り

1改）



「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
」
と
い
う
一
個
の
離
婚
原
因
だ
け
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物

(
m
5
の
）
を
ど
う
解
す
る
か
に
関
連
し
て
、
具
体
的
離
婚
原
因
と
一

般
的
離
婚
原
因
へ
の
訴
訟
法
的
評
価
を
ど
う
す
る
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
問
題
は
、
戦
後
、
訴
撚
法
学
者
の
間
に
は
げ
し
い

、
、
、
、

論
争
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
通
説
は
、
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
権
利
保
護
請
求
権
説
の
下
で
支
配
的
で
あ
っ
た
旧
訴
撚
物
理

論
を
固
守
し
、
個
々
の
形
成
要
件
の
主
張
を
そ
の
訴
臥
物
と
説
い
て
い
る

(
5証

a配
玉
至
↓
畔
正
民
）
。
か
が
で
ぃ
離
婚
訴
訟
に
関
し
て

は
、
旧
離
婚
法
が
離
婚
原
因
た
る
事
由
を
限
定
的
に
列
挙
し
（
畔
印
炉
芦
町
5
5暉
t
虹
こ
の
）
、
各
原
因
の
如
何
で
効
果
に
異
同
の
あ
っ
た

（
た
と
え
ば
守
操
義
務
違
反
で
、
夫
と
妻
は
同
断
で
な
く
、
姦
通
と
他
の
事
由
と
で
）
、
離
婚
事
由
が
異
れ
ば
訴
訟
物
も
異
る
と

も
異
同
が
あ
っ
た

I

A
」
の
重
要
な
指
摘
に
つ
い
て
三
ヶ
月
・
前
掲
―
―
五
頁

こ
と
と
相
侯
つ
て

い
う
考
え
方
が
伝
統
と
な
っ
て
お
り
、
民
法
改
正
後
の
今
日
で
も
ー
ー
権
利
保
護
請
求
権
説
を
背
兼
と
し
て
1

個
々
の
離
婚
原
因
毎
に

中
田
「
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
」
民
訴
雑
誌
一
号
・
兼
子
一
。

別
個
の
訴
訟
物
を
認
め
る
の
が
多
数
説
で
あ
る

u．
民
事
訴
訟
法
体
系
」
一
六
五
頁
以
下
等
参
照
せ
よ

た
と
え
ば
東
京
判
昭
三
0
•

五
一
。

も
の
も
あ
る
(
•
六
下
級
民
集
六
巻
八
九
六
頁

竺紐
5
琵
閃
暉
直
）
、
特
に
そ
れ
が
ロ
ー
マ
法
的
ア
ク
チ
オ
競
合
の
理
論
か
ら
脱
皮
で
き
ず
に
い
る
こ
と

五
た
こ
と
は
、

y
の
X
に
対
す
る
遣
棄
が

号
乃
至
第
四
号
ま
で
の
離
婚
原
因
は
第
五
号
を
前
提
と
し
、
従
っ
て
婚
姻
を
継
続
し
難
い
程
度
に
婚
姻
関
係
の
実
体
が
破
壊
さ
れ
て
お
れ

ば
第
一
号
以
下
の
原
因
に
直
接
該
当
す
る
事
実
が
な
く
て
も
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
玉
声
m
5
3年
．
螂
贅
窃
●
1
孟
釦
釦
出
年
年
畔
災
5
↑.

g)。
具
体
的
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
て
も
、
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
婚
姻
の
継
続
を
相
当
と
認
定
さ
れ
る
湯
合
も
あ
．

る
（
⑳
情
）
。
こ
の
こ
と
は
、
民
法
上
、
離
婚
原
因
は
極
度
に
相
対
的
抽
象
的
な
一
個
の
包
括
的
事
由
た
る
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大

な
事
由
」
だ
け
だ
と
考
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
（
讀
紐
固
年
年
固
鯨
畔
四
紐
這
暉
i

ハ
疇

9
。
第
二
号
の
「
悪
意
の
遺
棄
」
の
成
立
が
否
認
さ
れ

「
重
大
な
事
由
」
に
当
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
実
体
法
の
解
釈
上
、

「
権
利
保
護
請
求
権
説
」
が
多
く
の
理
論
的
難
点
の
故
に
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
出
i
囀

詳
細
は
三
ヶ
月
•
前
掲
書
三

突
頁
以
下
等
々
。
尚
拙
稿

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
調
の
湯
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

下
級
審
判
例
で
こ
の
立
場
に
立
つ

三
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六

配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
湯
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

）
は
膜
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
こ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
旧
訴
訟
物
理
論
に
対
し
て
、
新
し
い
訴
甑
物
理

「
請
求
権
の
競
合
」
民

事
法
学
辞
典
（
上
）

論
が
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
は
「
原
告
が
裁
判
に
よ
る
形
成
を
求
め
う
る
法
的
地
位
に
あ
る
と
の

な
の
で
あ
る
が
、
審
判
の
対
象
が
、
形
成
さ
る
ぺ
き
単
一
の
法
律
関
係
で
あ
る
以
上
、
訴
訟
物
も
ま
た
単

権
利
主
張
」
（
話
雙
嗜
）

一
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
な
る
。
離
婚
訴
訟
の
訴
訟
物
も
、
離
婚
を
求
め
う
る
地
位
に
あ
る
と
の
権
利
主
張
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

（
故
に
、
敗
訴
す
れ

ば
、
他
の
離
婚
原

と
に
な
り
、
民
法
所
定
の
個
々
の
離
婚
原
因
に
応
じ
て
そ
の
訴
訟
物
が
異
別
に
な
る
と
解
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る

因
で
争
。
こ
の
主
張
は
少
数
説
で
あ
る
が
有
力
で
あ
り
（
三
ヶ
月
・
前
掲
書
の
他
、
中
川
編
「
註
解
親
族
法
」
一
三
九
頁
Y
本
判
決
も
こ
れ
に
従

え

な

い

）

以

下

、

小

山

「

請

求

に

つ

い

て

」

岩

松

論

文

集

一

六

八

頁

等

つ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

山
木
戸
教
授
は
、
民
法
の
離
婚
原
因
が
「
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
包
括
的
な
一
個
の
事
由
に
な

っ
た
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
離
婚
訴
訟
の
訴
訟
物
の
単
一
性
を
説
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
訴
訟
物
理
論
が
右
の
通
説
に
従
っ
て
い
る
こ
と

山
木
戸
「
離
婚
原
因
の
相
対
化
と
離
婚
訴
訟
」
神
戸
経
。
し
か
し
、
離
婚
訴
訟
の
訴
訟
物
離
婚
権
）
の
単
一
性
が
、
現
行
法

は
明
ら
か
で
あ
る
百
済
大
学
五
0
周
年
記
念
論
文
集
」
九
九
・
一

0
五

頁

）

ご

の

主

張

上
主
張
さ
れ
る
た
め
に
は
、
離
婚
原
因
の
相
対
化
と
い
う
実
体
法
的
認
識
と
共
に
、
各
具
体
的
離
婚
原
因
が
す
べ
て
第
七
七

0
条
第
一
項

五
号
の
抽
象
的
一
般
的
事
由
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

判
決
は
、

さ
い
ご
に
、

原
告
が

三

旧
法
下
で
離
婚
原
因
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
た
形
式
的
な
離
婚
請

求
権
の
消
減
事
由
が
、
請
求
棄
却
の
制
度
で
統
一
さ
れ
た
こ
と
C

⑳

H
+）
、
旧
法
下
で
規
定
さ
れ
て
い
た
離
婚
原
因
如
何
に
よ
る
離
婚
の

（
た
と
え
ば
、
姦
通
と
い
う
離
婚
原
因
に
よ
る
と
き
は
、
相
姦
者
と
の
婚
）
が
根
拠
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

姻
禁
止
と
い
う
特
殊
な
離
婚
効
果
を
も
た
ら
し
た
ー
・
旧
民
七
六
八

効
果
の
副
次
的
差
異
が
消
減
し
た
こ
と

う
(
-
一
与
酎
翡

9
。
本
判
決
が
、
少
数
説
の
立
場
を
貫
き
、
そ
の
訴
訟
物
単
一
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
根
拠
を
丹
念
に
述
ぺ
て
い
る

（
中
川
氏
前
掲
判
批
は
、
こ
の
問
題
を
山
木
戸
一
。

説
に
全
面
的
に
倣
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

の
は
極
め
て
正
当
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う「

婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
」
あ
り
と
主
張
す
る
に
対
し
、
具
体
的
離
婚
原
因
の
事
由
に
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配
偶
者
の
生
死
不
明
が
三
年
未
満
の
場
合
の
離
婚
原
因
の
成
否

「
生
死
不
明
」
を
と
り
あ
げ
、
法
定
期
間
の
三
年
に
達
し
な
い
生
死
不
明
で
離
婚
請
求
が
認
め

由
は
、
結
局
、
残
存
配
偶
者
が
離
婚
で
き
な
い
た
め
に
蒙
る
不
利
益
と
、
行
方
不
明
の
配
偶
者
が
万
一
復
帰
し
た
と
き
に
う
け
る
で
あ
ろ

う
不
利
益
と
の
較
量
に
立
つ
て
‘
-
―
一
年
と
い
う
法
定
期
間
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
年
経
過
し
て
い
て
も
「
重
大
な
事
由
」

に
当
ら
ず
と
し
て
離
婚
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
拿
ぢ
ぃ
+
)
以
上
、
三
年
未
満
の
生
死
不
明
の
場
合
、
残
存
配
偶
者
に
つ
い
て
は

右
の
較
量
を
左
右
す
る
だ
け
の
「
重
大
な
事
由
」
が
特
に
介
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て
、
判
旨
が
、
そ
う
い

う
重
大
事
由
の
存
し
な
い
故
に
、

Y
の
生
死
不
明
の
点
で
も
X
の
離
婚
請
求
を
棄
却
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。

ら
れ
る
た
め
に
は
「
特
別
の
事
情
」
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

三

一
体
、
破
綻
主
義
離
婚
法
で
認
め
ら
れ
て
き
た
「
生
死
不
明
」
と
い
う
事

準
じ
る
も
の
と
し
て
（
一
年
六
月
余
の
）
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